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特定建設作業・工事のしおり 

姫路市 

 

 

騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例（県条例）、及び姫路市公害防止条例

（市条例）では、建設工事に伴って発生する騒音・振動について必要な規制を行うために、著し

い騒音又は振動を発生させる作業を特定建設作業（特定建設工事）と規定し、施工者（元請業者）

に対して、特定建設作業（特定建設工事）の実施の届出義務と規制基準の遵守が定められていま

す。 

 

 

特定建設作業・工事の届出について 

 

１ 規制対象地域 

特定建設作業・工事の騒音・振動が規制され、届出が必要な地域は、工業専用地域の一部を

除く姫路市全域です。ただし、500ｍ以内に住居がない地域では、県条例・市条例に該当する作

業・工事について、届出の必要はありません。 

 

２ 届出方法 

届出書に作業工程表、付近見取図、その他必要な書類を添付して、環境政策室に 2部（1部は

コピー可）提出してください。 

 

３ 届出時期 

特定建設作業・工事開始の 7 日前までに提出してください。なお、長期にわたる特定建設作

業・工事の場合、12ヶ月ごとに同一書類を提出してください。 

 

４ 届出書の届出者欄について 

届出書の届出者欄には、個人の場合、本人の住所・氏名を、法人の場合、原則として、本店の

所在地・法人の名称・代表名を、本店が遠隔地にある場合、支店（営業所）の所在地・名称・支

店長（営業所長）名を併記してください。 

 

５ 問い合わせ先 

  姫路市環境政策室 

姫路市安田四丁目 1番地 

  TEL：079－221－2463・2464、FAX：079－221－2469 
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特定建設作業・工事の規制について 

１ 特定建設作業・工事の種類及び該当法規 

特 定 建 設 作 業・工 事 の 種 類 
該当 

法規 

① くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜

機を除く。）を使用する作業。（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 騒

音

規

制

法 

② びょう打機を使用する作業 

③ さく岩機を使用する作業 

   作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る 

2地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 

④ 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるもので、その原動機の定格出力が 15kW以

上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 

⑤ コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45 ㎥以上のものに限る。）又はアス

ファルトプラント（混練機の混練重量が 200kg以上のものに限る。）を設けて行う作業 

（モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。） 

⑥ バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が

指定するものを除き、原動機の定格出力が 80kW以上のものに限る。）を使用する作業 

⑦ トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環

境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70kW 以上のものに限る。）を使用

する作業 

⑧ ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣

が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40kW 以上のものに限る。）を使用する作

業 

⑨ くい打機（もんけんを除く。）をアースオーガーと併用して使用する作業     

県 

条 

例 

⑩ ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業 

⑪ コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物の解体作業又は動力、火薬若しくは鉄

球を使用して行う破壊作業 

⑫ インパクトレンチ又はこれに類するものを使用する作業を行う工事 

市 
 

条 
 

例 

⑬ もんけんを使用する作業を行う工事 

⑭ コンクリートカッターを使用する作業を行う工事 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る 

2地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 

⑮ 振動ローラー、タイヤローラー又はロードローラーのてん圧機械を使用する作業を

行う工事 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る 

2地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 

⑯ コンクリートポンプ車を使用する作業を行う工事 
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⑰ クレーンを使用する作業を行う工事 市 

条 

例 ⑱ 発破作業を行う工事 

⑲ くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除

く。）またはくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 

振 

動 

規 

制 

法 

⑳ 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

㉑ 舗装版破砕機を使用する作業 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る 

2地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 

㉒ ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る 

2地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 

※ 騒音規制法・振動規制法・県条例に該当する作業のうち、1日で作業が終了する場合、あるい

は市条例に該当する作業のうち、2日以内で作業が終了する場合、該当する作業について、届出

の必要はありません。 

 

２ 騒音・振動の基準 

 騒 音 の 基 準 振 動 の 基 準 適用除外※ 

騒音・振動の

大きさ 

基準値 8 5 デシベル 7 5デシベル 

－ 
測定位置 

敷地境界線 

（市条例の発破作業については、敷地境界線から

300mの地点） 

作業時間 
①の区域 午前 7時から午後 7時の間 イ、ロ、ハ、

ニ ②の区域 午前 6時から午後 10時の間 

1日当たりの 

作業時間 

①の区域 10時間/日を超えない 
イ、ロ 

②の区域 14時間/日を超えない 

作業期間 連続 6日を超えない イ、ロ 

作 業 日 日曜日その他の休日でない 
イ、ロ、ハ、

ニ、ホ 

※適用除外 

イ 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合 

ロ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合 

ハ 鉄道・軌道の正確な運行確保のため必要な場合 

二 道路法による占用許可（協議）または道路交通法による使用許可（協議）に条件がつけら

れた場合 

ホ 変電所の工事であって必要な場合 
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３ 区域の区分 

※具体的な位置については、姫路市環境政策室に問い合わせてください。 

 

工事計画の策定にあたっては、現場周辺の状況等を調査し、できるだけ低騒音、低振動の工

法を採用し、機械の操作を注意して行ってください。 

 

 

勧告・命令・罰則等について 

 

１ 勧告及び命令 

⑴ 改善勧告 

規制対象地域内で行われる特定建設作業・工事に伴って発生する騒音又は振動が規制基準

に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときは、期限を

定めて、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業・工事時間を変更するよう

勧告することがあります。 

⑵ 改善命令 

改善勧告を受けたものが、その勧告に従わないで特定建設作業・工事を行っているときは、

期限を定めて、その勧告に従うよう命令することがあります。 

 

２ 勧告及び検査 

⑴ 報告の徴収 

特定建設作業・工事の実施状況や騒音・振動の防止の方法について報告を求めることがあ

ります。 

⑵ 立入検査 

建設工事の場所に立入り、特定建設作業・工事に使用されている機械、騒音・振動を防止

するための施設または関係書類を検査することがあります。 

なお、立入検査をする際、職員は必ず身分証明書を携帯しています。 

 

３ 罰則 

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、改善命令に従わない場合、報告や検査を拒む場合

などこれら法律や条例の規定に違反したものに対しては、罰則の適用があります。 

 騒音規制法に基づく地域区分 区域のめやす 

①の区域 

第 1種区域 第 1種・第 2種低層住居専用地域 

第 2種区域 

第 1種・第 2種中高層住居専用地域 

第 1種・第 2種住居地域 

準住居地域、市街化調整区域 

第 3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

第 4種区域のうち、学校、保育所、病院、

診療所、図書館、特別養護老人ホームの周

囲概ね 80mの地域 
工業地域 

②の区域 ①以外の区域 
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特定建設作業・工事の届出と規制のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制対象 

地域内で作業を 

しますか 

作業はそ 

の日の内に終わ 

りますか 

法律に定 

める特定建設作

業ですか 

500m以内 

に住居があり 

ますか 

基準に 

適合してい 

ますか 

県条例に定 

める特定建設作

業ですか 

市条例に定 

める特定建設工

事ですか 

作業は 2 

日以内に終わ 

りますか 

生活環境が 

著しく損なわれ

ていますか 

勧告に 

したがってい 

ますか 

命令に 

したがってい 

ますか 

罰則の

適用 
作業 

続行 

7日前まで 

に、法律に 

基 づ く 届

7日前まで 

に県条例に 

基づく届出 

7日前まで 

に市条例に 

基づく届出 

届出不要 作業開始 

改善命令 

改善勧告 

１ ２ 

１ 

２ 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 
はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

ＳＴＡＲＴ 
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特定建設作業 

  実施時の注意事項 

特定建設工事 

 

姫路市農林水産環境局環境政策室  

 

 

 

特定建設作業・特定建設工事については、下記の事項に留意して、実施してください。 

 

 

 

記 

 

 

１ 騒音規制法・振動規制法等の趣旨を理解し、特定建設作業・特定建設工事についての諸規則

を遵守すること。 

 

２ 作業の実施にあたっては、事前に付近住民に作業概要、作業期間、作業時間等を説明するこ

と。 

 

３ 作業の実施に際し、騒音・振動等により付近住民に、被害を及ぼさないこと。原則として、

日曜日、休日、夜間は作業を行わないこと。 

 

４ 苦情処理の担当者を選任し、作業の実施に伴い紛争が生じた場合、速やかに適切な処理をす

ること。 

 

５ 機械の搬入、土砂の運搬等のため、大型車を運行する場合は、通行経路、通行時間等を充分

検討しておくこと。 

 

６ 下請業者が工事を行う場合は、その作業内容を充分把握し、防音、防振等について指導して

おくこと。 

 



（ 宛 先 ） 姫  路  市  長

氏  名  （名称及び代表者）  

電  話

電子メール

担当者氏名

   特定建設作業・工事を実施するので、

 の規定により、次のとおり届け出ます。

作  業  終  了 作   業   日

時

 ＊この様式のほか、付近見取り図及び作業工程表をつけてください。

別         紙         の         と         お         り

別         紙         の         と         お         り

         年       月        日 ～       年        月        日 （        日）       

別         紙         の         と         お         り

実  働  時  間

時間

　姫路市

電話

発 注 者 の 氏 名 及 び 住 所 等
法 人 に あ っ て は 代 表 者 氏 名

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 場 所

特定建設作業 ・ 工事実施届出書

届出者  住  所    〒

騒音規制法 ・ 振動規制法第１４条第１項（第２項）

        年        月        日     

環境の保全と創造に関する条例第５９条第１項（第２項）

姫路市公害防止条例第３５条

年 

　　石綿含有成形板（スレート・石膏ボード・Pタイル等）
　　石綿含有仕上塗材　　　石綿含有下地調整材
 　 その他

　有

　有

　無

届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所

建 築 物 等 の 解 体 ・ 改 修 工 事 の 有 無

特定建設作業 ・工事に使用される機械の
名称、 型式及び仕様

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 種 類

　無

　石綿（アスベスト）の有無
　（解体有・改修有の場合、右欄に記入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2

 【大気汚染防止法届出対象 石綿含有建材】　

 【環境の保全と創造に関する条例届出対象 石綿含有建材】

 解体有　　・　　改修有　　・　　無　　　（該当するものを○で囲む）

  　吹付け石綿　　　　　　石綿含有保温材
　　石綿含有断熱材　　  　石綿含有耐火被覆材

建 設 工 事 の 名 称

 解体・改修する建築物等の建築年

建設工事の目的に係る施設又は工作物の
種類

 解体・改修する部分の延床面積　解体・改修する建築物等の概要
　（解体有・改修有の場合、右欄に記入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1

㎡ 

騒 音 ・ 振 動 の 防 止 方 法

特定建設作業・工事の開始及び終了時間

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 実 施 期 間

電話

下請負人が特定建設作業 ・工事を実施す
る場合は、当該下請負人の現場責任者名
及び連絡場所

電話

電話

作  業  開  始

時

下請負人が特定建設作業 ・工事を実施す
る場合は、当該下請負人の氏名又は名称
及び住所等並びに法人にあっては、その
代表者の氏名



  特  定  建  設  作  業  ・
 工    事    の    種    類

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 に 使 用 さ れ る
機  械  の 名  称  、  型  式  及  び  仕  様

  く い打機  ・ く い抜機

  びょう打機

  さ く 岩機

  空気圧縮機

  コンクリートプラント

  バックホウ

  トラクターショベル

  ブルドーザー

  く い打機（ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用）

  掘削機械

  解体作業

  インパクトレンチ

  もんけん

  コンクリートカッター

  てん圧機械

  コンクリートポンプ車

  クレーン

  発破作業

  く い打機  ・ く い抜機

  鋼球を使用する破壊

  舗装版破砕機

  ブレーカー

※1　土地の形質変更（造成、解体整地、新築等に係る掘削及び盛土）を行う場合

※2　建築物等の解体、改造又は補修作業を行う場合

　　　綿分析結果の写し（石綿含有の有無が掲載されている箇所のみで可）を添付してください。

　　  提出が必要になります。

別 紙

騒
音
規
制
法

　　　定工作物解体等工事」に該当する場合、「特定粉じん排出等作業実施届出書」又は「特定工作物解体等工事実施届」の

　　・ 面積が不明の場合は、発注者に確認してください。

　　・ 3,000㎡以上の土地の形質変更の際は、土壌汚染対策法第4条に基づく「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」
　　　の提出が必要になります。

　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」（事前調査結果、石綿除去作業方法等を記載した標識）及び建材中の石

県
条
例

姫
路
市
公
害
防
止
条
例

振
動
規
制
法

 石綿の有無について事前調査の方法 ：    設計図書、  目視、  分析、  石綿含有みなし

　　・大気汚染防止法第18条の17に基づく「特定粉じん排出等作業」又は環境の保全と創造に関する条例第57条に基づく「特

 土地の形質変更の面積 ：    3,000㎡以上、　   3,000㎡未満

騒  音
振　動

の
防　止
方　法



（ 宛 先 ） 姫  路  市  長

氏  名  （名称及び代表者）  

電  話

電子メール

担当者氏名 網干　建男

   特定建設作業・工事を実施するので、

 の規定により、次のとおり届け出ます。

作  業  終  了 作   業   日

１７時 日曜・祝日を除く

079-221-1234

特定建設作業 ・ 工事実施届出書
        年        月        日     

届出者  住  所    〒670-0000

姫路市安田四丁目1番地

　　　　　　〇〇建設株式会社
　　　　　　代表取締役　姫路建一

xxx@ooo.com

騒音規制法 ・ 振動規制法第１４条第１項（第２項）

環境の保全と創造に関する条例第５９条第１項（第２項）

姫路市公害防止条例第３５条

建 設 工 事 の 名 称 　姫路市〇〇会館　改築工事

建設工事の目的に係る施設又は工作物の
種類

　（解体）鉄筋造　地上3階
　（新築）鉄骨造　地上6階地下1階

建 築 物 等 の 解 体 ・ 改 修 工 事 の 有 無  解体有　　・　　改修有　　・　　無　　　（該当するものを○で囲む）

　解体・改修する建築物等の概要
　（解体有・改修有の場合、右欄に記入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1

 解体・改修する部分の延床面積 　840　㎡

 解体・改修する建築物等の建築年 昭和48　年

　石綿（アスベスト）の有無
　（解体有・改修有の場合、右欄に記入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2

 【大気汚染防止法届出対象 石綿含有建材】　

　有
  　吹付け石綿　　　　　　石綿含有保温材
　　石綿含有断熱材　　  　石綿含有耐火被覆材

　無

 【環境の保全と創造に関する条例届出対象 石綿含有建材】

　有
　　石綿含有成形板（スレート・石膏ボード・Pタイル等）
　　石綿含有仕上塗材　　　石綿含有下地調整材
 　 その他

　無

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 種 類 別         紙         の         と         お         り

特定建設作業 ・工事に使用される機械の
名称、 型式及び仕様

別         紙         の         と         お         り

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 場 所 　姫路市○○町○丁目○○番地

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 実 施 期 間        　○年　　○月　　○日 ～  　○年　　○月　　○日 （　○○　日）

特定建設作業・工事の開始及び終了時間
作  業  開  始 実  働  時  間

８時 ８時間

騒 音 ・ 振 動 の 防 止 方 法 別         紙         の         と         お         り

発 注 者 の 氏 名 及 び 住 所 等
法 人 に あ っ て は 代 表 者 氏 名

　姫路市安田四丁目1番地

　姫路市　○○○○課 電話　　221-1111

 ＊この様式のほか、付近見取り図及び作業工程表をつけてください。

　広畑　建三

届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話　　○○○-○○○○

下請負人が特定建設作業 ・工事を実施す
る場合は、当該下請負人の氏名又は名称
及び住所等並びに法人にあっては、その
代表者の氏名

　姫路市本町○○
　○○土木

電話　　○○○-○○○○

　安田　建二

下請負人が特定建設作業 ・工事を実施す
る場合は、当該下請負人の現場責任者名
及び連絡場所

　飾磨　建太

電話　　○○○-○○○○

記入例 届出日を記入

該当する法令すべて

に○をつける

工事全体の名称

工事目的の施設や
建築物・工作物の概要

アスベストの事前調査

結果をチェック

契約工期に基づく作

業工程期間の内、特

定建設作業・工事の

実施期間

（最高12ヵ月）

１日の

実働時間

発注者が公共

団体等の場合

は、担当課名

を記入

下請負人が工事

を請け負う場合の

み記入

現場責任者の

氏名と現場事

務所の電話番

号を記入



  特  定  建  設  作  業  ・
 工    事    の    種    類

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 に 使 用 さ れ る
機  械  の 名  称  、  型  式  及  び  仕  様

  く い打機  ・ く い抜機

  びょう打機

○   さ く 岩機  ××社製○○式ブレーカー　PU60H（0.35㎥）　1台

  空気圧縮機

  コンクリートプラント

  バックホウ

  トラクターショベル

  ブルドーザー

○   く い打機（ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用）  △△社製○式アースオーガ　D-50H　50kw　1台

○   掘削機械  ○○社製バックホウ　AB-200（0.5㎥）　1台

○   解体作業  ○○社製バックホウ　AB-200（0.5㎥）　1台

  インパクトレンチ

  もんけん

  コンクリートカッター

  てん圧機械

  コンクリートポンプ車

  クレーン

  発破作業

  く い打機  ・ く い抜機

  鋼球を使用する破壊

  舗装版破砕機

○   ブレーカー  ××社製○○式ブレーカー　PU60H（0.35㎥）　1台

 ・付近住民に対して工事内容等を説明し、住民の要望を十分に配慮した。

 ・使用する機械は、すべて防音・防振型とする。

 ・防音シートを取り付ける。

 ・エンジンの無駄な空ぶかしはしない。

 ・乱暴な操作は行わない。

※1　土地の形質変更（造成、解体整地、新築等に係る掘削及び盛土）を行う場合

※2　建築物等の解体、改造又は補修作業を行う場合

　　　綿分析結果の写し（石綿含有の有無が掲載されている箇所のみで可）を添付してください。

　　　定工作物解体等工事」に該当する場合、「特定粉じん排出等作業実施届出書」又は「特定工作物解体等工事実施届」の
　　  提出が必要になります。

　　・大気汚染防止法第18条の17に基づく「特定粉じん排出等作業」又は環境の保全と創造に関する条例第57条に基づく「特

　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」（事前調査結果、石綿除去作業方法等を記載した標識）及び建材中の石

騒  音
振　動

の
防　止
方　法

　　・ 面積が不明の場合は、発注者に確認してください。
　　　の提出が必要になります。
　　・ 3,000㎡以上の土地の形質変更の際は、土壌汚染対策法第4条に基づく「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」

 土地の形質変更の面積 ：    3,000㎡以上、　   3,000㎡未満

 石綿の有無について事前調査の方法 ：    設計図書、  目視、  分析、  石綿含有みなし

別 紙

騒
音
規
制
法

県
条
例

姫
路
市
公
害
防
止
条
例

振
動
規
制
法

記入該当する種類に○を記入


